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１ 基本的な事項 

 （１）本町の概況 

  ア 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

    本町は、熊本県の北東部に位置し、大分県と隣接しており、筑後川の源

流域にあたります。自然豊かな農山村で、阿蘇外輪山と九重連山の裾野に

あり、複数の温泉地（黒川温泉、小田温泉、白川温泉、満願寺温泉、扇温

泉、田の原温泉）を有しています。標高約４３０ｍ～９５０ｍ、総面積１

１５．９０ｋ㎡、森林原野が約８割を占めています。気候は、標高が高い

ことで温度差が大きく、本町内標高４４８ｍ地点の気象庁の令和６年（２

０２４年）の記録によると、４月の一日平均気温１５．３℃、月最高気温

２６．２℃、月最低気温３．１℃、月降水量合計２１６．５mm、日最大降

水量６８mm。８月の一日平均気温２６．１℃、月最高３５．３℃、月最低

１８．６℃、月合計降水量２７２mm、日最大降水量１２０．５mm、１２月

の一日平均気温２．９℃、月最高気温１７．２℃、月最低気温－５．９℃、

月合計降水量８．５mm、日最大降水量３．５mmとなっています。 

    歴史的には、明治維新後に２５の村から９の村に合併し、明治２２年

（１８８９年）に３つの村を合併して南小国村となり村政を施行しまし

た。昭和４４年（１９６９年）に町政を施行し、三つの大字（赤馬場、中

原、満願寺）からなる南小国町となりました。町政施行後は、昭和４７年

（１９７２年）に鉄筋コンクリート３階建ての市原小学校校舎が完成し、

昭和５１年に国道２１２号バイパスの開通、昭和５７年（１９８１年）に

国道４４２号開通、平成１５年（２００３年）にケーブルテレビ放送セン

ター完成、平成２７年（２０１５年）に役場新庁舎完成などを経て、令和

元年（２０１９年）に町政施行５０年を迎えました。 

社会的には、令和２年（２０２０年）国勢調査によると、人口総数が３，

７５０人、０歳～１４歳人口が４３１人で割合は１１．５％、１５歳～６

４歳人口が１，８０６人で割合は４８．２％、６５歳以上人口が１，５１

１人で割合は４０．３％であり、全国平均より上回っているのは、６５歳

以上人口割合のみとなり、熊本県内では、６５歳以上人口割合は、４５自

治体中２１番目となっています。町が令和元年度（２０１９年度）に行っ

た「買物と暮らしに関する調査」によれば、本町を住みやすいと回答した

世帯は７割以上となっています。背景には、人々の間の結びつきが強く、

子供を生み育てやすいこと等があると考えます。具体的には野菜等のお

すそ分けが多かったり、保育園や小学校が町内に３か所ずつあったり、子

どもの医療費助成制度が充実していたりという部分がこうした評価につ

ながっていると思われます。町民生活全体としては一定の高評価がある

一方で、高齢者にとって暮らしやすいとの回答は３７％、障がいのある人
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にとって暮らしやすいとの回答は２７％となっており、こうしたいわゆ

る社会的弱者になりがちな方々にとっては、暮らしやすい町になってい

ないと感じられていることが分かります。また、近年町内の事業所におい

て外国人労働者の受入れが進んでおり、令和７年（２０２５年）９月現在

で２００人以上の外国人の方々が町内で生活しています。 

    経済的には、平成２７年（２０１５年）南小国町産業連関表（以下「町

産業連関表」）によると、町内生産額（約２３１億円）の４４％を宿泊等

の対個人サービス業及び商業が占め、農業が５％、林業が２％の割合とな

っています。観光関連では、平成２８年（２０１６年）の熊本地震や令和

２年度（２０２０年度）からの新型コロナウイルスの影響もあり観光客入

込客数が減少した年もありましたが、令和６年（２０２４年）の観光入込

客数は約１４３万人とコロナ前の令和元年（２０１９年）を上回る水準と

なっています。農畜産物総出荷販売額は、平成２７年（２０１５年）の約

６．７億円から平成３０年（２０１８年）には約７億円に増えています。

林業については木材市況によると平成２７年（２０１５年）の売上材積合

計３０，７１５㎥、売上金額合計約２．７億円から、平成３０年（２０１

８年）の売上材積合計２９，３８８㎥、売上金額合計約３．１億円になり、

売上金額が増えています。 

 

  イ 過疎の状況 

    国勢調査より、昭和３０年（１９５５年）の７，７６１人をピークに減

少を続け、昭和４０年（１９６５年）６，９１３人から、昭和４５年（１

９７０年）６，０２９人になり、減少率が１２．８％となったことで、昭

和４６年（１９７１年）に過疎対象地域に指定されました。平成２年（１

９９０年）に５，０００人を割り込み、令和２年（２０２０年）では、３，

７５０人となり、ピーク時の半分以下となっています。 

    これまでの取組みでは、就農支援、間伐材利用推進、観光地の環境整備、

情報化施設の整備、高齢者や障がい者の移動支援、住民自治組織や自主防

災組織の活動支援、道路整備、水道設備更新、下水道整備、介護予防生活

支援、子育て支援医療費助成、教育の振興などを行ってきました。 

    現在の課題は、町内産業全般において、人口減少や高齢化に伴う人手不

足が深刻な課題であり、その他にも、空家の増加、医療体系の弱体化、自

然や里山の景観に影響を与える開発行為、豪雨災害などが挙げられます。 

    今後の見通しは、人口減少の幅をなるべく小さくし、２０６０年におい

て、２，６００人を確保すべく、町総合計画を基に、様々な施策を講じて

いきたいと考えています。 
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  ウ 社会経済的発展の方向 

    国勢調査によると、昭和３５年（１９６０年）の就業人口比率は、第一

次産業が７０．６０％、第二次産業が９．２０％、第三次産業が２０．２

０％です。令和２年には、第一次産業が１９．０％、第二次産業が１３．

３％、第三次産業が６７．７％となり、平成２年（１９９０年）を境に、

第一次産業と第三次産業の割合は逆になり、差は広がり続けています。第

二次産業は平成２年（１９９０年）２０．３０％をピークに減り続けてい

ます。 

    本町は、熊本市方面、大分市方面、福岡市方面からおおよそ等しい所要

時間にあり、町内を通る国道２１２号線と国道４４２号線を通じて、農産

物は主に福岡の市場に運ばれ、福岡や九州各県、関西圏などで販売されま

す。木材は、主に町内の市場や大分県の市場に運ばれ流通されます。観光

客は、県内をはじめ九州各県や関東・関西などからも多く訪れ、インバウ

ンド需要もコロナ禍の影響により落ち込みましたが、昨年度から回復し

ています。 

耕作面積が少ない中山間地ではありますが、標高の高さを活かした高

冷地野菜の生産や、原野の採草放牧地を利用したあか牛の繁殖、多雨多湿

で冷涼な気候で育つ良質な「小国杉」（商標登録）など、今後も農林産物

の高付加価値化を進めていきます。観光業では、黒川温泉、小田温泉、白

川温泉、満願寺温泉、扇温泉、田の原温泉、６つの温泉地や、阿蘇くじゅ

う国立公園内にある瀬の本高原や押戸石の丘など、多くの観光資源を有

しています。観光客の滞在時間の短さが課題としてあり、着地型観光商品

の造成など、滞在時間延長に繋がる取り組みを進めていきます。 

 

 （２）人口及び産業の推移と動向 

ア 人口の推移と動向 

表１－１（１）人口の推移（国勢調査）によると、昭和３５年（１９６

０年）７，６１６人あった人口は、昭和４０年（１９６５年）に６，９１

３人、昭和４５年（１９７０年）６，０２９人、昭和５０年（１９７５年）

５，４６２人となり、減少率は１割前後の高い水準で推移し、大幅に人口

が減少しました。昭和５０年（１９７４年）以降、５年毎の減少率は５％

以内に留まり、以前と比較すると減少幅は小さくなりました。しかし、平

成２２年（２０１０年）から先５年毎の減少率は５％を超えており、平成

２２年（２０１０年）が５．５％減、平成２７年（２０１５年）が８．６％

減、令和２年（２０２０年）が７．４％減となっており、今後再び減少幅

が大きくなっていく恐れがあります。 

また、年齢階層別にみると、１５歳～２９歳の若年者比率について、昭
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和３５年（１９６０年）は２０．４％ありましたが、その後は減り続け、

昭和４０年（１９６５年）～平成２２年（２０１０年）までの５５年間は

増減しながら、１割台を維持していましたが、平成２７年（２０１５年）

には９．８％と１割を下回りました。非常に危機感を抱く数値であると考

えます。６５歳以上の高齢者比率については、増加の傾向にあり、平成１

７年（２００５年）からは３割を超え、昭和３５年（１９６０年）５３５

人で７．０％だった数値は平成２７年（２０１５年）に１，５１１人で３

７．３％と約５倍に増えており、令和２年（２０２０年）には４０．３％

となり、人口の４割以上を６５歳以上が占め、少子高齢化が進行していま

す。 

 

イ 産業の推移と動向 

  国勢調査によると、昭和３５年（１９６０年）の就業人口比率は、第一次

産業が７０．６０％、第二次産業が９．２０％、第三次産業が２０．２０％

です。令和２年（２０２０年）には、第一次産業が１９．０％、第二次産業

が１３．３％、第三次産業が６７．７％となり、平成２年（１９９０年）を

境に、第一次産業と第三次産業の割合は逆になり、差は広がり続けています。

第二次産業は平成２年（１９９０年）２０．３０％をピークに減り続けてい

ます。 

  町産業連関表によると、町内生産額（約２３１億円）を占める割合は、農

業５％、林業２％（第一次産業）。繊維業３％、木材加工・印刷業１％、建

設業８％（第二次産業）となっています。この内、その他の二次産業（本町

に存在しない二次産業）については、国・県では２割前後あるものの、本町

ではほぼ０となっています。本町における産業の中で最も稼いでいるのは、

観光関連産業であり、４４％を宿泊等の対個人サービス業及び商業が占め

ています。 

これらは、本町にとってどれも重要な産業ですが、町内産業全般において、

人口減少や少子高齢化に伴う人手不足が深刻な課題となっており、その解

消に向けて、いかに外部からのマンパワーを取り込んでいけるか（そのため

の環境を整えていくのか）、ＤＸ化の推進などいかに業務効率を高めていく

ことも重要な課題となっています。 
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表１－１（１）人口の推移（国勢調査） 

 

 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

7,616人 6,913人 △9.2% 6,029人 △12.8% 5,462人 △9.4%

2,900人 2,333人 △19.6% 1,682人 △27.9% 1,242人 △26.2%

4,181人 3,961人 △5.3% 3,674人 △7.2% 3,499人 △4.8%

うち15歳～
29歳（ａ）

1,551人 1,297人 △16.4% 1,103人 △15.0% 981人 △11.1%

535人 619人 15.7% 673人 8.7% 721人 7.1%

20.4% 18.8% ― 18.3% ― 18.0% ―

7.0% 9.0% ― 11.2% ― 13.2% ―

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

5,319人 △2.6% 5,211人 △1.8% 4,973人 △4.8% 4,818人 △2.5%

1,134人 △8.7% 1,117人 △1.5% 1,041人 △6.8% 854人 △18.4%

3,411人 △2.5% 3,261人 △4.4% 2,981人 △8.6% 2,758人 △7.2%

うち15歳～
29歳（ａ）

872人 △11.1% 663人 △24.0% 543人 △18.1% 520人 △4.2%

774人 7.4% 843人 8.9% 951人 12.8% 1,206人 26.8%

16.4% ― 12.7% ― 10.9% ― 10.8% ―

14.6% ― 16.1% ― 19.1% ― 25.0% ―

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

4,657人 △3.3% 4,687人 0.6% 4,429人 △5.5% 4,048人 △8.6%

711人 △16.7% 592人 △16.7% 496人 △16.2% 454人 △8.5%

2,578人 △6.5% 2,602人 0.9% 2,472人 △5.0% 2,083人 △15.7%

うち15歳～
29歳（ａ）

417人 △9.4% 600人 27.4% 490人 △18.3% 395人 △19.4%

1,368人 13.4% 1,493人 9.1% 1,461人 △2.1% 1,511人 3.4%

10.1% ― 12.8% ― 11.1% ― 9.8% ―

29.3% ― 31.9% ― 33.0% ― 37.3% ―

昭和50年(1975)

実数

昭和35年(1960)

総数

0歳～14歳

 （ａ）/総数
若年者比率

(b)/総数
高齢者比率

区分
昭和40年(1965) 昭和45年(1970)

15歳～64歳

 65歳以上 (b)

(b)/総数
高齢者比率

総数

0歳～14歳

15歳～64歳

 65歳以上 (b)

 （ａ）/総数
若年者比率

昭和60年(1985) 平成2年(1990)

平成27年(2015)

総数

0歳～14歳

15歳～64歳

 65歳以上 (b)

区分
平成12年(2000) 平成17年(2005) 平成22年(2010)

平成7年(1995)

 （ａ）/総数
若年者比率

(b)/総数
高齢者比率

区分
昭和55年(1980)

実数 増減率

3,750人 △7.4%

431人 △5.1%

1,806人 △13.3%

うち15歳～
29歳（ａ）

364人 △7.8%

1,511人 0.0%

9.7% ―

40.3% ―
(b)/総数

高齢者比率

総数

0歳～14歳

15歳～64歳

 65歳以上 (b)

 （ａ）/総数
若年者比率

区分
令和2年(2020)
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表１－１（２）人口の見通し 

 

 

 （３）市町村行財政の状況 

    中山間地の本町を取りまく社会情勢は厳しく、過疎化･高齢化が進行し､

地域活力の低下が懸念される状況にあります。令和５年度における経常

収支比率８８．３は、全体的な財政構造に危険信号を点し補助費・扶助費

等の比率上昇については極力抑制を図ると共に、今後の動向を見極める

必要があります。また、財政運営の健全性をみる公債費負担比率６．４及

び公債費に準ずる債務負担行為を含む実質公債費比率６．６は上昇傾向

にあり、自主財源確保の基盤が依然として弱い状況にあります。地方交付

税・地方譲与税・国県支出金地方債等への依存率が高く、自主財源比率４

１．０（寄附金を除くと２９．２）及び財政力指数０．１９は歳入構造上

において弾力性及び自律性に貧しく安定性に欠ける指数を示しています。

将来負担比率においては、ふるさと納税の寄附額の増加により充当可能
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財源が増加し、比率は無しとなっています。今後の長期財政運営にあたり、

歳入においてはふるさと納税を含む自主財源の確保に可能な限り努める

とともに、歳出経費の推移を把握し、健全財政の確保を図っていきます。

尚、具体的な財政運営を次のとおり実施していきます。 

①歳入においては、課税客体の捕捉率の確保、使用料・手数料見直し、財

産収入の計画的確保等により安定した自主財源の確保に努めます。 

②歳出全般にわたる事務・事業の見直しによる冗費の節減を図るととも

に、事務の合理化を推進し、経常経費の削減に努めます。 

③主要事業の適正な年度配分を図り、効率的な財政運営による地域自立

促進事業を積極的に実施します。 

 

表１－２（１）市町村財政の状況（単位：千円） 

区分 平成 22 年度 平成 27 年度 令和元年度 令和 5 年度 

歳入総額Ａ 4,113,662 3,935,755 5,019,454 6,348,077 

 一般財源 2,527,345 2,118,218 2,410,063 2,858,225 

 国庫支出金 408,424 292,636 458,803 580,122 

 都道府県支出金 336,051 266,227 427,874 415,025 

 地方債 243,329 265,137 173,285 402,635 

  うち過疎対策事業債 51,200 68,500 84,600 321,700 

 その他 598,513 993,537 1,549,429 2,092.070 

歳出総額Ｂ 3,773,018 3,713,686 4,366,057 5,890,995 

 義務的経費 1,387,899 1,252,452 1,286,659 1,452,857 

 投資的経費 858,749 705,602 834,409 940,497 

  うち普通建設事業 846,184 702,272 367,750 587,813 

 その他 1,526,370 1,755,632 2,244,989 3,342,424 

 過疎対策事業費 291,903 106,699 92,145 489,757 

歳入歳出差引額Ｃ(Ａ－Ｂ) 340,644 222,069 653,397 457,082 

翌年度へ繰越すべき財源Ｄ 152,122 67,911 53,411 84,238 

 実質収支Ｃ－Ｄ 188,522 154,158 599,986 372,844 

財政力指数 0.21 0.20 0.21 0.19 

公債費負担比率 15.5 9.5 6.4 12.0 

実質公債費比率 16.1 9.5 5.9 6.6 

起債制限比率 － － － － 

経常収支比率 82.0 87.3 89.2 88.3 

将来負担比率 67.4 23.6 12.0 － 

地方債現在高 3,577,938 2,811,653 3,367,339 3,074,684 
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表１－２（２）主要公共施設等の整備状況 

区分 昭和 55 年

度末 

平成 2 年度

末 

平成 12年度

末 

平成 22年度

末 

令和元年度

末 

市町村道      

 改良率(%) 10.0 17.4 25.6 27.8 29.9 

 舗装率(%) 17.4 40.9 48.5 51.6 53.2 

農道      

 延長(m)     34,920 

耕地 1ha 当た

り 農 道 延 長

(m) 

41.3 48.3 41.8 43.4 － 

林道      

 延長(m)     47,638 

林野 1ha 当た

り 林 道 延 長

(m) 

48.1 48.0 61.4 59.9 － 

水 道 普 及 率

(%) 

81.8 68.2 83.1 83.9 85.4 

水洗化率(%) － － 16.3 33.0 86.2 

人口千人当た

り病院、診療

所 の 病 床 数

(床) 

49.0 19.0 19.0 19.0 0 

 

 （４）地域の持続的発展の基本方針 

    本町では、平成３１年（２０１９年）に、町民と協働でＳＤＧｓ（持続

可能な開発目標）を踏まえて、３０年後（２０５０年）のありたい将来像

を描いた「南小国町共有ビジョン」（以下「共有ビジョン」という。）を策

定しました。また、令和２年（２０２０年）に、共有ビジョンに描いた将

来像の実現に向けて、１０年間の目標と方針（戦略）、重点施策を明記し

た「第４次南小国町総合計画」（以下「総合計画」という。）を策定しまし

た。総合計画は、令和７年（２０２５年）３月に策定した南小国町デジタ

ル田園都市国家構想総合戦略（以下「総合戦略」という。）を計画中に包

含しており、総合戦略では、５年間で重点的に取り組む施策を明記してい

ます。総合戦略の基本目標と戦略を地域の持続的発展の基本方針に位置

付け、里山の景観保持、産業の維持発展、人材育成、移住定住促進、子育

て環境の充実、多様な人の機会創出、インフラの点検・整備、交通・買物・
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医療・福祉の充実などにより、持続可能な地域社会の実現や、地域資源等

を活用した地域活力の更なる向上を目指します。 

 

 （５）地域の持続的発展のための基本目標 

    本計画は、総合計画と同一の方向性を目指すものであるため、総合計画

内の南小国町人口ビジョン（以下「人口ビジョン」という。）の、人口の

将来展望の数値を基本目標とします。 

     

    （人口に関する目標） 

     令和 ７年（２０２５年）（基準年）総人口３，７７３人 

     令和１３年（２０３１年）（目標年）総人口３，７００人 

 

 （６）計画の達成状況の評価に関する事項 

    毎年度、総合計画策定・推進協議会（住民代表、地域団体、町議会、産

業界、行政機関、高等教育機関、金融機関及び労働関係機関等が委員）に

おいて、内容を共有するとともにコメントや提案等をいただきます。 

  

（７）計画期間 

    計画期間は、令和８年（２０２６年）４月１日から令和１３年（２０３

１年）３月３１日までの５箇年間とします。 

  

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

    ア 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

      南小国町公共施設等総合管理計画より、公共施設における現状 

と課題、施設の改修・更新にかかる将来コスト試算の結果を踏まえ、

全体目標を設定。公共施設（建築系施設）とインフラ系（土木系施設、

企業会計施設）に大別し、公共施設については、新規整備を抑制する

と共に、施設の複合化等により施設総量を縮減し、将来の更新費用を

削減します。 

    イ 本計画との整合性について 

      本計画においても、南小国町公共施設等総合管理計画における基 

本的な考え方に基づき、公共施設（建築系施設）とインフラ系（土木 

系施設、企業会計施設）の維持管理等について整合性を図りながら、 

事業を適切に推進します。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 （１）概要 

地域活力の更なる向上には、域外からのマンパワーの流入量を増やして

いくことが効果的であるため、観光や仕事等で本町を知り、訪れる人を増や

しつつ、移住・定住促進や更なる関係人口創出に取り組んでいきます。 

   移住・定住の促進は、人口の減少に歯止めをかけることに直結する重要な

取組みであり、総合計画に掲げる各施策の推進により地域の魅力を高めて

いくと同時に、関係機関と連携して、移住希望者を後押しする段階的な施策

を引き続き講じていきます。 

   また、地域社会の担い手となる人材の育成として、本町内に生活の拠点を

持ち（又は持つ前提で）、町内において「しごと」に関する新たな挑戦（新

たな仕事への就業や起業等）をしようとする方々（以下「起業等希望者」と

いう。）を力強く後押しするため、総合的な支援に取り組んでいきます。 

   本町内において、起業等希望者の挑戦の成功率を高めていくためには、資

金面と環境面の支援が必要であるため、夢チャレンジ補助金をはじめとし

た起業関連資金の支援及び支援人材による各種サポートに引き続き取り組

みます。 

 

 （２）現況と問題点 

   移住希望者が町内へ移住する際の住宅の確保が大きな課題となっていま

す。町内にアパートなどの賃貸物件が少なく、町が運営している空き家バン

クでも、多くは売買物件が登録されています。登録されている売買物件は、

別荘や、築年数の古い集落内の空き家が多くあり、中心地から離れた場所、

現代の生活と馴染まない間取り、取得・改修費用などの面から、需給のミス

マッチがおきています。 

   過疎化の進行により、消費する側、提供する側の数が共に減り続け、産業

の維持・発展が困難な状況です。新規事業者や起業者も減り、雇用機会の減

少や、産業規模の縮小に繋がっています。 

   また、人材が集まりやすい都市部と比較して、人材の流動性が限定的であ

り、新規の人材獲得のハードルが高い状況が続いています。 

こうした状況を踏まえ、不足する人材を確保するため、外国人を受け入れ

る事業所が増えています。受入事業所に対して聞き取り調査を行った結果、

外国人労働者の雇用をうまく軌道に乗せるためには、家族や友達との連絡

の為のインターネット環境整備、地元住民との交流促進、日常的な健康管理、

日本語の勉強会の実施、職種によっては、各種免許・資格取得のサポート等、

数多くの支援が必要であることが分かりました。 
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 （３）その対策 

   具体的解決策として、移住定住コーディネーターの設置、空き物件の情報

収集、町内空き家の実態調査、空き家活用住宅や民間賃貸住宅建設促進など

に取り組み、住宅の確保を行います。また、移住定住コーディネーターとも

連携しながら、移住希望者が住宅探しや集落への定着などを円滑に行われ

るように調整し、移住後も定期的に集まる場をつくるなどきめ細かなフォ

ローも実施していきます。 

   新規事業者、起業者を支援するプログラムの実施や、南小国町商工会等の

連携による事業計画作成のサポートや、夢チャレンジ推進事業補助金等に

よる支援を行い、立ち上げ時や軌道にのるまでの不安定な時期を支援し、起

業を後押しします。 

   人材確保に向けた取組みでは、既存の正規/非正規の限定的な選択肢だけ

でなく、ワークシェアリングやパラレルキャリアなど多様な働き方も含め

た柔軟な視点を取り入れていくことが必要です。令和４年度から導入して

いる業務委託型短時間ワークシェアリング事業である「しごとコンビニ」を

引き続き推進し、地域産業等の担い手不足を解消するために引き続き取組

んでいきます。 

   また、近年町内の事業所で働く外国人も増えてきていることから、受入事

業所等と連携して、外国人材が円滑に転入でき、町内で安心して生活できる

よう受入環境の整備を進めます。町内に在住・在勤する外国人の中には観光

業の従事者も多いことから、地域ＤＭＯ等と連携して観光の担い手として

ステップアップするための育成プログラムや、既存町民との接点づくりを

行うことによって、外国人受入れの基盤を強化します。 

 

 （４）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

（１）移住・定

住 

特定空家対策

事業 

南小国町  

（４）過疎地

域持続的発展

特別事業 

   

移住・定住 移住定住コー

ディネーター

事業 

南小国町  

 空き家調査事 南小国町  
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業 

 移住定住促進

空き家活用住

宅事業 

南小国町  

 移住定住体験

プログラム事

業 

南小国町  

 まちの人事部

機能の創出に

よる人材還流

促進及びデー

タ バ ン ク 構

築・利活用事

業 

南小国町  

 民間賃貸住宅

建設促進事業 

南小国町  

 住宅リフォー

ム助成事業 

南小国町  

地域間交流 日本で最も美

しい村連合事

業 

南小国町  

 他市町村との

連携又は共同

事業 

南小国町  

 交流拠点整備

事業 

南小国町  

人材育成 起業塾事業 南小国町  

  

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

   南小国町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図

りながら、事業を適切に実施します。  
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３ 産業の振興 

（１）概要 

里山の景観の重要な構成要素である農地や森林を守っていくためにも、

本町の基幹産業である農林業が衰退することなく、持続可能な形で営まれ

ていくように、担い手不足を始めとする様々な課題の克服と競争力の強化

に有効な取組みをしっかりと進めます。 

農業（畜産業を含む。以下同じ。）分野においては、担い手不足の解消に

向けて、県やＪＡ等の関係団体と連携して、新規就農者への支援の充実と営

農団体の設立・事業拡大への支援、さらには、新たな担い手に対する農地、

技術等の伝承及び集積に取り組んでいきます。 

林業分野においては、農業分野同様に新規就業者への支援を充実させる

とともに、林業従事者の負担を軽減するための作業道の整備や機械導入支

援等に取り組みます。 

   また、農林業分野に共通する競争力強化のための取組みとして、ＩＴやＡ

Ｉ等の先進技術を利用した作業の省力化・自動化並びに地域商社である（株）

ＳＭＯ南小国（以下「ＳＭＯ」という。）等と連携した地域産品のマーケテ

ィング、収穫・作業体験等観光コンテンツとしての展開及びふるさと納税返

礼品としての提供を契機とした新たな需要の取込み等にも注力していきま

す。 

   このほか、経営リスクを低減するため、有害鳥獣や自然災害への対策にも

引き続き取り組みます。 

   起業の促進では、本町内において、起業等希望者の挑戦の成功率を高めて

いくためには、資金面と環境面の支援が必要であるため、南小国町商工会等

と連携して、起業関連資金の支援及び支援人材による各種サポートに取り

組みます。 

   商業においては、南小国町商工会や南小国町観光協会など関係団体と連

携し、プレミアム商品券の発行や、地域資源を活かした商品のプロモーショ

ン及び販路拡大を推進していきます。 

   観光業では、令和６年度に策定した南小国町観光基本計画の内容を踏ま

え、新規観光客及びリピーター観光客の数を着実に増やしていくとともに、

滞在時間、観光消費を増大させていくために、地域ＤＭＯであるＳＭＯ及び

南小国町観光協会を始めとした関係団体と連携して、地域資源を活用した

新たな需要の取込み強化及びソフト・ハード両面での受入環境の整備推進

に取り組みます。 

   情報通信産業の振興では、以前までは事業の実施可能な情報インフラが

整備されていませんでしたが、近年は、光ケーブル敷設により、高速通信網

が整備され、情報通信産業の事業を実施する環境が整ってきています。 
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（２）現況と問題点 

①農業 

本町の農業は水稲を中心に冷涼な気候を活かした夏秋野菜（きゅうり、

だいこん、ほうれん草）、花き、施設園芸、広大な原野を利用した肉用牛

繁殖経営等の畜産といった複合経営が行われてきました。  

しかしながら近年は、厳しい気象条件や耕地の整備率や利用率・生産効

率の低さ、農業従事者の高齢化や後継者不足、遊休農地の増加、更に有害

獣の被害も加わり、農家の生産意欲の低下などで農家数は年々減少し、特

に専業農家及び第一種兼業農家は減少しています。 

畜産についても高齢化や担い手の減少により飼養農家が減少し、原野

の維持管理作業が困難となり、原野の荒廃が憂慮されています。 

    今後は、新規就農者の確保、育成を図り、農地の集積を積極的に進める

ことで農地を維持していくことが必要となります。 

 

②林業 

本町の森林面積は、９，２８９ha で全町面積の約８０％を占め、その

内訳は、国有林が約２９６ha、民有林が約８，９９３ha、また、民有林の

内訳は、人工林が約５，４６０ｈa、天然林が１，８３３haという状況で

す。人工林についてはそのほとんどがスギで人工林率は９０％に達し、古

くから「小国スギ」の名で名木として全国に知られ、町民の所得の向上に

大きな役割を果たし、本町の林業経営の根幹をなしています。 

また、特用林産物としてクヌギを活用した椎茸栽培が盛んです。 

しかしながら、最近の林業を取り巻く環境は依然として厳しく、木材価

格の低迷、林業経営費の上昇、林業労働力の不足等に起因して林業生産活

動が全般にわたり停滞しています。また、林業担い手の高齢化や度重なる

災害等で森林所有者の森林経営意欲が減退したことに加え間伐・保育が

適正に実施されていない森林が増加しています。成熟期を迎える森林資

源が大部分であり、高齢化対策と林業従事者の確保を図ることが急務で

あり、各種の制度等を活用した効率的施業に努める事が必要です。 

 

   ③起業促進 

    過疎化の進行により、消費する側、提供する側の数が共に減り続け、産

業の維持・発展が困難な状況です。新規事業者や起業者も減り、雇用機会

の減少や、産業規模の縮小に繋がっています。新規事業や起業のアイディ

アがあっても、費用の工面や事業計画作成が困難であり、また、事業が軌

道にのるまでの支援等も十分ではないため、実現する者が生まれにくい

状況です。 
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   ④商業 

    町外への購買力流出、買い物弱者の増加、町内事業所の事業承継が課題

としてあります。 

 

   ⑤観光業 

    令和６年度（２０２４年度）に、町内を訪れた観光客に対して、本町の

観光の満足度等について聞き取り調査（以下「観光満足度調査」という。）

の結果からは、本町を訪れるきっかけとして家族や友人からの口コミが

多いこと、リピーターを増やすことが町内の観光地の周遊につながるこ

となどが明らかになりました。 

 

   ⑥情報通信産業の振興 

    以前までは事業の実施可能な情報インフラが整備されておらず、域内

において、情報通信産業を生業とする事業者はほとんど見られませんで

した。近年は、光ケーブル敷設により、高速通信網が整備され、情報通信

産業の事業を実施する環境が整ってきていますが、事業実施にあたり、Ｉ

ＣＴ、ＩＯＴを事業化できる人材が少なく、他産業同様に人材確保が課題

です。 

 

（３）その対策 

①農業 

担い手不足の解消に向けて、新規就農者を確保するために住宅や農地、

施設の整備・確保に取り組み、新規就農者の支援策として国の支援策を活

用した新規就農者への経済的支援を実施すると同時に、新たな研修制度

への取り組みや、県やＪＡ等の関係団体と連携した新規就農者への技術

的支援を図ります。 

また、営農団体の設立や法人化、事業拡大を支援することで地域農業の

活性化を図り、農地の集積化、遊休農地の解消を推進します。 

農業の競争力強化の取組としては環境負荷軽減、労働安全、食品安全等

に係る持続性の高い農業生産方式の推進に加えて、ＩＴやＡＩ等の先端

技術を活用したスマート農業による作業の省力化・自動化を推進します。

さらに農業所得の増大を図るために、新規作物の導入や、既存作物の販売

強化にも取り組みながら、地域商社であるＳＭＯや商工関係者と連携し

た地域産品の開発・販売により農産物の付加価値向上を図ります。 

畜産については草原を活用した家畜飼養を行うことで、労働力不足の

改善を図るとともに、草原の維持に繋げていきます。また、耕畜連携の取

り組み等により、飼料の確保を支援します。 
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このほか、経営リスクを低減するため、有害鳥獣や自然災害への対策や

収入保険の加入推進にも取り組みます。 

・国の支援策等を活用した新規就農者の経済的支援 

・新規就農者と既存農業経営体との間の人脈形成、経営課題や情報の共

有、結束強化を図るための交流活性化 

・営農団体の設立・法人化に向けた活動支援 

・農業基盤整備事業による区画整理、用排水路等の関連施設整備 

・小規模ほ場整備 

・近代化施設整備としてビニールハウス等の導入、再利用支援 

・６次産業化・地域産品開発の推進及び地産地消の促進 

・認定農業者、４Ｈクラブ、農村女性グループの育成強化 

・高齢者就農（選別など軽作業要員）シルバー人材の活用 

・新規就農者支援の強化、確保、育成 

・担い手用住宅確保、整備 

・飼料用稲などの戦略作物の生産拡大の推進 

・他団体と連携した経営改善の普及 

・繁殖技術者の資質の向上について支援 

・放牧の推進と環境整備 

・電柵や侵入防止柵の設置に対する補助 

・有害鳥獣捕獲に対する補助 

・収入保険の加入促進及び保険料等の補助 

 

②林業 

林業従事者を確保するために、定住促進について関係課及び関係機関

と連携して受け入れ体制整備を図るとともに、林業体験等の取組を通じ

て林業の魅力や森林の保有する水源涵養機能、多面的機能等の公益的機

能等について積極的に紹介していきます。 

また、林業従事者の負担を軽減するための作業道の整備や機械・防護服

の導入支援等に取り組みます。 

森林施業の合理化を図るための取組としては必要な高性能林業機械の

導入を推進します。 

森林の経営については、補助事業等を活用し、適正な森林整備による循

環利用を推進するとともに、森林経営管理制度を活用することで適切な

森林の経営管理を推進します。 

木材普及の取組として、南小国町木材拠点施設（ファブラボ）にて小国

杉を使ったものづくりの推進及び木育活動、また、地域産材を活用したモ

バイル建築等の施設整備を推進します。 
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    また、再生可能エネルギーの導入、省エネ及びＣＯ２削減につながる動

きを促進し、南小国町バイオマス産業都市構想の実現に向けた、公共施設

や民間施設への木質バイオマスボイラや発電設備、ペレットストーブや

薪ストーブの導入推進に取り組みます。 

椎茸等の特用林産物についてはＪＡ、熊本県椎茸農業協同組合との連

携により、販路拡大に努め生産振興を図ります。 

・林業担い手の確保 

・作業道の整備 

・林業機械等導入事業 

・高性能林業機械導入事業 

・森林経営管理制度の活用 

・ファブラボの活用 

・モバイル建築等の木造施設整備の推進 

・南小国町バイオマス産業都市構想実現に向けた取り組みの推進 

・特用林産物の販路拡大 

 

③起業促進 

 起業等希望者の挑戦の成功率を高めていくためには、資金面と環境面

の支援が必要であるため、南小国町商工会等と連携して企業関連資金の

支援及び支援人材による各種サポート及びコワーキングスペースの提供

等（未来づくり事業）に取り組みます。また、まちづくり公社であるＳＭ

Ｏと連携して、町内外の起業等希望者の掘り起こし、事業計画の磨き上げ、

関係者とのマッチング、起業型地域おこし協力隊への伴走支援、事務作

業・会議・イベント等に活用できるコワーキングスペース（未来づくり拠

点ＭＯＧ）の運営、資金面では、夢チャレンジ補助金による町民の起業に

係る経費の一部補助など、様々な支援に取り組みます。 

 

④商業 

 地産地消を推進するため、地域産品・地域資源の情報や魅力を改めて町

内にも発信するとともに、町外で開催される商談会への地域事業者の参

加を促進するための支援に取組みます。また、プレミアム商品券の発行支

援や、役場における町内調達・発注を推進します。買い物弱者対策では、

ＳＭＯが実施している移動販売の支援やタクシー利用費の助成などを行

います。 

 

⑤観光業 

 ソフト面では、民間事業者によるおもてなし向上、多言語対応、キャッ
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シュレス決済導入支援、町外者向け観光商品券の発行、国内外への観光プ

ロモーションの強化、体験メニューの拡充やツアー造成に取り組みます。

ハード面では、関係団体とも協議のうえ必要に応じて整備を進めていき

ます。 

 

⑥情報通信産業の振興 

 ＩＣＴの向上や情報インフラの拡充により、本町においても情報通信

産業のサテライトオフィス設置が可能となり、全国的にも中山間地域に

サテライトオフィスを設置する企業が増加傾向にあります。古民家や、利

用のない公共施設等を利活用したサテライトオフィス誘致の可能性を探

りながら、情報通信産業の振興を推進します。 

 

（４）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振

興 

（１）基盤整

備  

   

農業 農業農村整備

事業（水路改

修） 

南小国町  

林業 ペレットスト

ーブ等導入事

業 

南小国町  

 林業機械等導

入事業 

南小国町  

 林内作業路整

備事業 

南小国町  

 林業用高性能

機械導入事業 

南小国町  

 単県治山事業 南小国町  

 木質バイオマ

スボイラ等導

入事業 

南小国町  

 モバイル建築

等木造施設整

備事業 

南小国町  
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 （６）起業の

促進 

夢チャレンジ

推進事業 

南小国町 

 

 

  起業塾事業 南小国町  

 （７）商業 

その他 

   

   

 （９）観光又

はレクリエー

ション 

施設修繕事業 南小国町  

 （１０）過疎

地域持続的発

展特別事業 

   

 第１次産業    

 農業 親元就農支援

事業 

南小国町  

  移動販売事業 南小国町  

  環境保全型農

業直接支払事

業 

南小国町  

  農業担い手育

成補助金 

南小国町  

  中山間地域直

接支払制度事

業 

南小国町  

  多面的機能支

払交付金事業 

南小国町  

  粗飼料活用事

業 

南小国町  

  JA畜産振興補

助事業 

南小国町  

 林業 有害鳥獣駆除

事業 

南小国町  

  有害鳥獣対策

設備購入補助

事業 

南小国町  

  狩猟免許取得

助成金事業 

南小国町  
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  有害鳥獣捕獲

報奨金事業 

南小国町  

  有害鳥獣埋設

補助金 

南小国町  

  くまもと間伐

材利活用推進

事業 

南小国町  

 商工業・６次

産業 

   

 商工業 プレミアム商

品券発行事業 

南小国町  

  商工会支援事

業 

南小国町  

  店舗リフォー

ム等助成金事

業 

南小国町  

  製造・加工事

業者創出促進

補助金事業 

南小国町  

  販路拡大支援

補助金事業 

南小国町  

  創業支援等補

助金事業 

南小国町  

  中小企業店舗

利子補給 

南小国町  

 観光 観光協会補助

金事業 

南小国町  

  北阿蘇観光会

議補助金事業 

南小国町  

  観光振興プレ

ミアム付商品

券発行事業 

南小国町  

 その他 夢チャレンジ

推進事業 

南小国町 

 

 

  起業塾事業 南小国町  
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 （５）産業振興促進事業 

   ①産業振興促進区域及び振興すべき業種 

    産業振興促進区域及び同区域において振興すべき業種について、次の

表により記載します。 

産業振興促進区

域 

業種 計画期間 備考 

南小国町全域 製造業、旅館業、

情報サービス業

等、農林水産物

等販売業 

令和８年（２０

２６年）４月１

日～令和１３年

（２０３１年）

３月３１日 

 

 

   ②当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

    上記（２）（３）のとおり 

 

   ③他市町村との連携に関する事項 

    産業振興において周辺市町村等との連携に努めます。 

 

 （６）公共施設等総合管理計画等との整合 

    南小国町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を

図りながら、事業を適切に実施します。 
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４ 地域における情報化 

（１）概要 

    本町のケーブルテレビ事業は、防災無線の更新及びテレビの難視聴対

策として、平成１５年（２００３年）に告知放送・テレビ（町自主放送含

む）・インターネット・町内無料電話のサービスを開始しました。【ＨＦＣ

方式：同軸ケーブル＋光ファイバー混合型】 

しかし、機器の耐用年数経過による故障の多発とそれによる修理代の

増加、そしてインターネットの通信速度が時間帯によって非常に遅くな

るといった問題が発生し、町民等への影響が年々顕著となり、平成２９年

度（２０１７年）～平成３０年度（２０１８年度）実施の南小国町次世代

情報通信基盤整備事業により、町内全域に光ファイバー網の整備とケー

ブルテレビネットワーク設備･関連機器の更新等を行いました。【ＦＴＴ

Ｈ方式：宅内引込も含め全て光ファイバー】 

    本事業により、インターネットの通信速度は従来の上下最大１０Mbps

から上下最大１Gbpsへと大幅に改善し、４Kテレビ放送、告知放送端末の

更新による録音機能やグループ放送、道路情報カメラ（増設）、公衆無線

Ｗｉ－Ｆｉ、高齢者見守りサービス（有料オプション）等の新たなサービ

スも開始しました。 

    併せて、平成３１年（２０１９年）４月からは光ネットワーク㈱による

公設民営方式での運営がスタートし、専門性を有した質の高いサービス

の提供が可能となりました。 

これらのＩＣＴ（情報通信技術）基盤整備により、他地域との情報格差

の是正および町民生活の利便性向上が実現しました。 

今後は、情報社会のさらなる進展を見据え、産業振興、地域公共交通の

活性化と再生、物流の確保、医療・教育分野の充実など、幅広い分野にお

けるＩＣＴの利活用を推進していく必要があります。これらの取組は別

途策定の「南小国町地域情報化計画」に基づき推進します。 

    また、令和元年（２０１９年）１０月より高森町との包括連携（協定）

に基づき、両町ケーブルテレビ（自主放送）の交流及び番組交換等を行っ

ており、引き続き連携を図ります。 

 

（２）現況と問題点 

近年、テレワークやオンラインサービスなどの普及により、住民や事業

者によるインターネット利用は日常的かつ多様化しています。特に、映像

配信サービスの利用やクラウドサービスなどの増加に加え、家庭内や事

業所におけるＩＯＴ機器（防犯カメラ、スマート家電、遠隔監視装置など）

の普及が進み、常時通信を行う端末が増加しています。こうした利用者ベ
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ースでの変化により、ピーク時間帯の通信混雑やトラフィック集中が一

部で発生し、通信品質の低下が懸念されます。  

また、ＣＡＴＶ情報センターの通信設備（放送波送出機、ＵＰＳ、サー

バ等）は更新時期を迎えており、更新費用の確保が課題となっています。

さらに、令和９年（２０２７年）３月には光ネットワーク株式会社との運

営契約更新が予定されており、契約条件やサービス継続性の確保に向け

た早期協議が必要です。 

 加えて、サイバー攻撃や不正アクセスの高度化により、情報セキュリテ

ィ対策と災害時における通信途絶リスクへの備えが一体的な課題となっ

ています。システムの多重化やバックアップ体制の強化、非常時通信手段

の確保など、平時・有事を通じた強靭な情報通信体制の構築が求められて

います。 

 

 （３）その対策 

インターネット通信速度の低下対策については、光ネットワーク株式

会社に対し、上位回線接続契約の見直し（通信容量拡大）を働きかけ、通

信環境の安定化を図ります。 

ＣＡＴＶ情報センター機器（自主放送波送出機、無停電電源装置等）に

ついては、費用負担は大きいものの、万一の故障によるサービス停止が住

民生活や観光・企業活動に重大な影響を及ぼすおそれがあるため、必要な

予算を確保し、災害対策を含めた計画的な設備更新を実施します。非常用

電源や冗長化構成の導入を進め、停電・災害時においても通信継続性を確

保し、地域防災情報の伝達機能を強化します。 

光ネットワーク株式会社との契約更新にあたっては、住民や地元企業

がＩＣＴを主体的に活用できる環境を整備するとともに、教育・観光・農

業など産業のデジタル化を推進し、地域の活性化を図ります。また、その

実現に向け、サービス品質・料金体系・維持管理体制の見直しについて早

期に協議を進め、連携して持続可能な通信インフラの運営体制を確立し

ます。 

そして、これらの取組を通じて、本町は通信基盤の整備にとどまらず、

ＩＣＴを活かした地域社会の発展と住民生活の質の向上を目指します。 
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（４）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

３ 地域にお

ける情報化 

（１）電気通

信施設等情報

化のための施

設 

   

その他 ＣＡＴＶ情報

センター機器

更新 

南小国町  

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

    南小国町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を

図りながら、事業を適切に実施します。 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

（１）概要 

交通施設の整備では、地域住民の安全で快適な生活を支える重要な施設  

である「道路」について、利便性の向上や防災機能の強化を目的とした整備

を進めるとともに、常時安全な状態を維持できるよう適切な管理に取り組

みます。 

   具体的には、現時点で道路改良計画のある７路線で拡幅等の改良工事を

中心に整備を進め、併せて、橋梁等の道路重要構造物の定期的な点検を着実

に実施し、点検結果等に基づき必要な補修や更新に取り組みます。 

   交通手段の確保では、生活圏が重なる隣接の小国町と共同で立ち上げた

「小国郷地域公共交通会議」（両町の住民、旅客自動車運送事業者、国土交

通省九州運輸局熊本運輸支局、熊本県の関係行政機関、両町の行政職員等で

構成）により、公共交通機関等の協議や、コミュニティバスの運行等の事業

を実施しています。また、交通弱者の不便さを解消するための移動手段の確

保や生活支援にも引き続き取り組みます。 

 

（２）現況と問題点 

   ①交通施設の整備 

本町における道路網は、国道２１２号、国道４４２号、主要地方道別府  

一の宮線、主要地方道南小国波野線を骨格として、一般県道２路線、幹線

町道２７路線、その他２６３路線の町道で形成されています。 

    国道では、一次改築が完了していますが、国道４４２号の瀬ノ本交差点

から大分県との県境においては、路肩が狭い区間や一部の区間では大型

車が通行しにくい状況にあり、早期の改良を望んでいます。主要地方道・

一般県道では、年次計画に基づき整備は進んでいるものの、未改良区間が

多く残っており、一層の改良が望まれているところです。 

    町道では、改良率が３０％程度と低く、道路整備に対する住民の要望は

高い状況にあり、集落の生活道路としての整備が必要とされています。 

    また、橋梁等の道路重要構造物の管理はもちろん、舗装の個別施設計画

（維持管理計画）を策定し、コスト縮減・平準化を図り、適切な維持管理

に努めていく必要があります。 

農林道については、農林産物の輸送や管理道路等の利用のほか、一般道

路としての機能を併せ持つ路線があり、今後も必要な整備と適切な維持

管理を継続的に行っていくことが必要です。 

    過疎と高齢化が進むなかで、新たな道路整備と橋梁等の維持補修等を

両立して行っていく必要があり、災害時の避難ルート確保、交通の安全、

利便性の向上、地場産業の発展が図られる道路整備は、比較的改良率の低
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い本町にとって大変重要な課題となっています。 

    

   ②交通手段の確保 

    人口減少の進行により公共交通の利用者が減り、交通事業者の採算が

悪化し、減便や、路線そのものの廃止が懸念され、通勤、通学、通院、買

物などに利用するには、時間や移動範囲が限定的となり、住民の利便性が

今後著しく低下する恐れがあります。 

 

 （３）その対策 

   ①交通施設の整備 

現時点で道路改良計画のある８路線（中湯田赤迫線（瓜上矢田原線）、

市原黄川線、星和八本松線、樋ノ口吉ノ本線、立岩線、中杉田鳥越線、高

花牛津線及び満願寺志童子線外１）の整備推進を図ります。 

    また、本町で重点事業に位置づけている「中湯田赤迫線（瓜上矢田原

線）」は、一般県道南小国上津江線を起点として、古賀地区と矢田原地区

を結ぶ延長約２ｋｍの地域にとって重要な道路ですが、現道は急勾配・急

カーブが多く、幅員が３～４ｍ程で安全な通行に支障をきたしている状

況です。 

  当路線は、平成２２年度（２０１０年度）から社会資本整備総合交付金

を活用し、現道の拡幅（幅員５ｍ）改良工事を行っており、令和６８年度

（２０２６年度）末までの完了を目標として取り組みます。 

 

 ②交通手段の確保 

  小国郷地域公共交通会議や交通事業者連携しながら、高速バス、一般路

線バス、コミュニティバスなどの運行を行っていきます。また、自動車を

運転しない又はできない高齢者・障がい者について、生活に不可欠な買い

物・通勤等のための移動手段を確保するため、タクシーの利用を推奨し、

その経費の一部を助成する取組みを継続します。さらに、買物弱者対策と

して、現在ＳＭＯ南小国が実施している移動販売への支援も継続してい

きます。 
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（４）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設

の整備、交通

手段の確保 

（１）市町村

道 

   

道路 町道中湯田赤

迫線（瓜上矢

田原線）改良

事業 

南小国町  

町道市原黄川

線改良事業 

南小国町  

町道星和八本

松線改良事業 

南小国町  

町道樋ノ口吉

ノ本線改良事

業 

南小国町  

町道立岩線改

良事業 

南小国町  

町道中杉田鳥

越線改良事業 

南小国町  

町道高花牛津

線改良事業 

南小国町  

町道満願寺志

童子線外１改

良事業 

南小国町  

その他改良事

業 

南小国町  

道路維持事業 南小国町  

道路舗装事業 南小国町  

橋りょう 

その他 

道路重要構造

物（橋梁、トン

ネル）の点検、

補修・更新 

南小国町  

（２）農道 農道維持事業 南小国町  

（３）林道 林道維持事業 南小国町  

 （９）過疎地    
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域持続的発展

特別事業 

 公共交通 地方バス運行

等特別対策補

助金事業 

南小国町  

  小国郷地域公

共交通整備等

事業 

南小国町  

  タクシー利用

費助成事業 

南小国町 

 

 

  移動販売事業 南小国町  

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

①道路（町道・農林道） 

維持管理の基本方針 

     以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

    （維持管理に関する方針） 

【町道】 

・構造物（舗装、道路付属物等）毎に、定期的に点検・診断を実施し

ます。 

・舗装については、舗装の健全度、ＦＷＤたわみ量、ひび割れ率等の

管理指標を把握して、舗装の性能、サービス水準に応じて設定した

管理目標を下回る路線や区間を抽出し、最も効率的な維持補修計

画を策定します。 

・道路土工・構造物については、国の点検要領を参考に遠望目視点検

を実施します。修繕を必要とする構造物については、近接目視点検

を行い修繕工法を選定します。 

・道路の計画的な施設管理を行うため、町が管理する道路において、

予防保全型の道路（舗装）施設管理計画を策定します。 

・施設管理の容易さと道路資材の規格化を進め、将来コストの縮減に

努めます。 

【農林道】 

・農林道については、町道の維持管理方針に準じて管理を行います。 

 

   ②橋りょう 

    （維持管理の基本方針） 

橋りょうについては、「南小国町橋梁長寿命化修繕計画」を平成２１
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年（２００９年）３月に策定しました。 

損傷が小さいうちに計画的に修繕を行う予防保全型の管理へ転換す

ることにより、橋りょうの長寿命化を図るとともに、維持管理コスト縮

減を図ります。また、橋りょう点検（近接目視）を定期的に実施し、必

要に応じて長寿命化修繕計画の見直しも行います。 

（点検の実施方針） 

・橋梁の点検は、日常点検、定期点検、異常時点検の３つに分けて実

施します。道路維持管理の一環として現状を把握し、安全性や耐久性

に影響すると考えられる損傷を早期に発見し対策を行うことにより、

常に橋梁が良好な状態に保てるようにします。 

・点検手法は、 

      ○南小国町橋梁点検マニュアル 

      ○南小国町橋梁点検現場作業手順等に基づいて実施します。 

・通常点検においては、こまめな対策を行います。例えば、土砂詰ま

りなどの清掃を行うことにより、排水を円滑に処理することがで

きます。これにより、伸縮装置などから支承部への水の浸入を防ぐ

ことが出来、橋の延命化に繋がります。 
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６ 生活環境の整備 

（１）概要 

①水道施設関係、②生活排水処理施設関係 

水道・下水道の公共インフラは地域住民の安全で快適な生活を支える

重要な施設であり、利便性の向上や防災機能の強化等を目的とした整備

を進めるとともに、基幹管路の耐震化に向けて診断及び施工に順次取り

組んでいきます。また、常時安全な状態を維持できるよう適切な管理に取

り組みます。 

 

③廃棄物処理施設関係 

    南小国町では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、一般廃棄

物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、平成

１１年（１９９９年）４月からそれまで小国町外１ヶ町共有財産組合で行

っていた共同処理事務をそのまま阿蘇広域行政事務組合に継承し、廃棄

物処理施設の維持・管理、一般廃棄物の処理を行っています。 

処理については、毎年阿蘇広域行政事務組合と共同して一般廃棄物処

理計画を策定し、その計画に沿って実行しております。 

 

④火葬場関係 

南小国町では、平成１１年（１９９９年）４月から阿蘇広域行政事務組

合員として、阿蘇北部斎場の維持・管理、運営を行っております。 

 

⑤防災関係 

町民が安心して生活できる環境を整備することを目的に、本町の消防・

防災対応における重要な役割を担っている消防団の設備強化を図ると共

に、町民の防災意識を高めるための事業を実施し、自主防災組織が実施す

る活動の活発化のための施策に取り組みます。 

 

⑥公営住宅関係 

町営住宅においては、既存の住宅ストックを基本に長寿命化に向けた

維持修繕及び改善を行い、老朽化住宅については、用途廃止を計画してい

ます。 

また、今後は空家バンク事業や民間賃貸住宅確保プロジェクト補助金

等との連携により、住環境の向上と移住・定住による人口確保及び地域経

済の活性化を促進し、住民の住まいの確保に向けた包括的な施策に取り

組みます。 
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⑦河川関係 

町内の河川について、町民の安全安心確保のため、改修などの整備や河

川掘削等の有効な治水対策に取り組みます。 

 

（２）現況と問題点 

①水道施設関係 

 本町の現在の簡易水道給水人口は３，２８４人９１．８％（令和６年度

末（２０２４年度末））の水道普及率となっています。衛生且つ健康的生

活環境の確保のための全集落の水道化には遠いと言わざるを得ませんが、

未普及地域は家屋の点在が多く見られることから、水道施設の整備や更

新には多額の費用が必要となります。その一方で、人口減少に伴い水の需

要が減少し料金収入が減となっていくと考え、また、自己所有等の井戸水

なども利用されていることを考慮し必要な整備を行っていきます。 

また、一部において水源の枯渇や水質異常が見られることから、他の地

区の給水区からの配水整備や新規水源の整備を行い、必要となる配水池

などの整備も行っていく必要があります。 

さらには、老朽化や耐震化による既設施設の改修、管路の布設替えも順

次行わなければなりません。 

 

②生活排水処理施設関係 

    本町は筑後川の上流部にあたることから河川の汚濁防止・浄化対策は

町民にとって下流域の住民への責務と考えます。 

    そのため町では、南小国町下水道事業として、特定環境保全公共下水道

事業・農業集落排水事業・特定地域生活排水処理事業（市町村設置型合併

浄化槽）の３つの事業により、生活排水の適切な処理を行っています。 

    公共下水道事業及び農業集落排水事業については、認可区域の整備が

ほぼ完了し、整備の時代から本格的な維持管理の時代に入っていきます。

公共下水道ストックマネジメント計画（令和３年（２０２１年）１月策定）、

農業集落排水施設最適整備構想（令和２年（２０２０年）３月策定）に基

づき、適切な維持管理が求められます。公共下水道・農業集落排水処理区

域外については、引き続き、生活環境の向上や環境保護のために、特定地

域生活排水処理事業（市町村設置型合併浄化槽）を進めて行く必要があり

ます。 

 

③廃棄物処理施設関係 

    廃棄物の量は微増減を繰り返している状況ですが、物価等の高騰を主

な要因に、処理に要する費用が増加しています。 
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廃棄物処理施設については、最終処分場の残余年数や処理施設の耐用

年数を考慮のうえ、施設の補修及び大規模改修等を念頭に阿蘇広域行政

事務組合と共同して維持・管理や災害時の対応を行う必要があります。 

城村最終処分場は、昭和２８年（１９５３年）２月から、南小国町、小 

国町の粗大ごみ埋立て処分場として埋め立てを開始しました。 

その後、平成１０年（１９９８年）３月６日付け「一般廃棄物最終処分場 

における処理の適正化について、生衛第３５５号厚生省生活衛生局水道 

環境部長通知」にて、“共同命令の適用はないが、処分基準違反のおそれ 

が強い最終処分場”との指導を受け、平成１０年（１９９８年）３月３１ 

日で埋め立てを終了し、維持管理（水質検査等）を行い、平成３０年度に 

法基準に基づいた閉鎖終了を行いました。現在までの水質モニタリング 

結果では、基準をオーバーするような水質異常は無く、環境保全上の支障 

は生じていません。しかし、今後も地域住民の安全・安心の確保のために 

は、監視を続けていく必要があります。 

 

④火葬場関係 

耐用年数を考慮した施設の維持・管理や災害時の対応については、その 

都度阿蘇広域行政事務組合と協議を行い、対策を行う必要があります。 

 

  ⑤防災関係 

    消防団の機能強化については、消防団は４分団１９部で構成され、条例

定数２５１人に対し実員数は２２３人となっており、人口減少に伴い消

防団員数も減少傾向にあること、及び消防用施設については、既存の消防

車両や消防詰所、消防用水利の老朽化が進んでいること、消防用水利が不

足する集落があることが課題です。 

    また、消防団の使用する無線機は携帯電話回線を使用しており、山間部

等の不感地帯があること及び消防防災情報を発信する屋外スピーカーの

音声が届かない区域があることも課題です。 

    町民の防災意識の向上については、町全体の防災意識向上のため町内

各戸及び事業所に配布している総合防災マップの改訂版を令和６年度に

作成・配布しています。 

    自主防災組織活動の活発化については、町内には９６の区域で構成す

る３２の自治会がありますが、集落内や点在する集落間を繋ぐ道路に防

犯灯が少なく暗い場合が多いため、通学する子供や高齢者の安全確保に

不安があること及び地域の防災防犯力を高めるため自主防災組織等の防

災防犯意識のさらなる向上が課題です。 

   ⑥公営住宅 
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現在１７３戸の町営住宅のうち１５９戸（特定公共賃貸住宅等１３戸）

が町営住宅を利用しています。このうち黒川団地、西黒川団地は南小国町

公営住宅等長寿命化計画（第二期）（令和６年（２０２４年）３月策定）

に基づき用途廃止に向けた動きを進めています。 

人口に対する町営住宅の供給割合が高い一方で、今後の人口推移等を

踏まえると、住宅の建替えや新設ではなく空家バンク事業や民間賃貸住

宅確保プロジェクト補助金等との連携により、住民の住まいの確保に向

けた包括的な施策を進めていく必要があると考えます。 

また、既存住宅の改修、修繕を適切に行っていく必要があります。 

 

   ⑦河川関係 

    本町には１級河川筑後川水系筑後川をはじめ多くの河川がありますが、

未改修区間も多く、集中豪雨、台風により氾濫し甚大な被害を受けてきま

した。治水対策を熊本県等関係機関に要望し整備を進めて行く必要があ

ります。 

    町が管理する普通河川についても、町民の安全安心な生活環境の整備

として治水対策や河川改修、河川掘削に努める必要があります。 

 

 （３）その対策 

①水道施設関係 

１．赤馬場及び満願寺（一部）の新たな水源池の整備 

２．黒川配水区及び波居原配水区への配水池の拡張整備 

３．上記１・２項における送・配水管の耐震化を踏まえた布設替えや新

規整備 

４．各配水区における施設や管路の老朽化対策及び耐震化を踏まえた

布設替えや新規整備 

５．未普及地域への給水確保 

６．継続的な給水サービスと道路陥没などの被害抑制のための適切な

点検 

 

②生活排水処理施設関係 

１．農業集落排水施設の長寿命化対策の為の改築更新 

２．公共下水道及び農業集落排水施設処理区域外の浄化槽（浄化槽市町

村整備推進事業）の設置促進 

３．下水道事業の継続的運営と道路陥没などの被害抑制のための適切

な点検 

③廃棄物処理施設関係 



6-5 

 

１．ごみの減量・不法投棄防止に関する広報周知及び、廃棄物処理に関

する阿蘇広域行政事務組合との連携と負担金の支払い 

２．城村最終処分場、現在稼働中の廃棄物処理施設について、阿蘇広域

行政事務組合と共同した維持管理と負担金の支払い 

 

④火葬場関係 

阿蘇広域行政事務組合と共同した維持管理と負担金の支払い 

 

   ⑤防災関係 

    消防団設備強化の具体的解決策として、更新時期を迎える消防車両や

消防詰所の更新は、部の再編等の可能性を含め経済性を検討して行うと

ともに、人員減少を補うために効果的な消防防災用資機材の調達を行い

ます。 

更新時期を迎える消防用水利の更新と不足する箇所への新設にあたっ

ては、住宅の新築状況などを考慮して規模及び設置場所の検討を行いま

す。 

    また、消防団の使用する無線機の不感地帯での連絡体制確保のため、通

信機器を整備するとともに、全ての区域に消防防災情報を伝えるため、屋

外スピーカーの増設又は代替手段としての機器設備の整備を行います。 

    町民の防災意識の向上の具体的解決策としては、令和６年度に改訂し

た総合防災マップを各戸に配布することで、災害時に命を守る適切な避

難行動をとることができるよう防災情報の周知を行ってます。 

    自主防災組織活動活発化の具体的解決策として、自主防災組織の積極

的な活動支援及び防災用品整備等を目的とした財政的支援を行うととも

に、通行上の安全確保や犯罪抑制を目的とした必要箇所へのＬＥＤ防犯

灯及び防犯カメラの設置に対する補助を行います。 

 

⑥公営住宅関係 

１．町営住宅外壁改修等事業 

２．既設住宅の修繕等 

３．用途廃止を踏まえた施設の除却や敷地の敷均し 

 

   ⑦河川関係 

    １．安全安心な生活環境の整備に向けた治水対策に努め、自然災害によ

る被害の抑制を図ります。 

    ２．河川改修・維持事業 

    ３．河川掘削事業 
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（４）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境

の整備 

（１）水道施

設 

   

簡易水道 波居原地区水

道整備事業 

南小国町 

 

 

黒川配水池拡

張整備事業 

南小国町  

水道管布設替

事業 

南小国町  

水道施設修繕

更新事業 

南小国町  

市原水源取水

設備整備事業 

南小国町  

水道施設及び

管路点検事業 

南小国町  

（２）下水処

理施設 

   

公共下水道 施設改築更新

事業  

南小国町  

下水道管布設

替事業 

南小国町  

農業集落排水

施設 

 

 

施設改築更新

事業 

南小国町  

排水管布設替

事業 

南小国町  

その他 

 

浄化槽市町村

整備推進事業 

南小国町  

各下水道事業

の施設及び管

路点検事業 

南小国町  

（３）廃棄物

処理施設 

   

ごみ処理施設 阿蘇広域行政 南小国町 阿蘇広域行政
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事務組合負担

金 

 

事務組合と共

同 

（４）火葬場 阿蘇広域行政

事務組合負担

金 

南小国町 阿蘇広域行政

事務組合と共

同 

（５）消防施

設 

消防自動車更

新事業 

南小国町  

 消防車庫整備

事業 

南小国町  

 防火水槽整備

事業 

南小国町  

 消火栓整備事

業 

南小国町  

 消防防災関係

通信強化事業 

南小国町  

 消防防災用資

機材整備事業 

南小国町  

(６)公営住宅 町営住宅外壁

改修事業 

南小国町  

既設住宅修繕

事業 

南小国町  

施設の除却及

び敷地造成事

業 

南小国町  

（７）過疎地

域持続的発展

特別事業 

   

防災・防犯 総合防災マッ

プ整備事業 

南小国町  

 自主防災組織

育成強化事業 

南小国町  

 防犯灯ＬＥＤ

化推進補助事

業 

南小国町  

防犯カメラ設

置補助事業 

南小国町  
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(８)その他 

河川関係 

河川改修・維

持事業 

南小国町  

河川掘削事業 南小国町  

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

  ①水道施設関係、②生活排水処理施設関係 

上・下水道施設とも、公共施設等総合管理計画の維持管理基本方針のも

と、予防保全型の修繕と計画的な更新により、長寿命化を図り、施設に係

る管理コストの縮減に努めます。 

 

   ③廃棄物処理施設関係 

    南小国町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を

図りながら、事業を適切に実施します。 

 

   ④火葬場関係 

    南小国町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を

図りながら、事業を適切に実施します。 

 

⑤防災関係 

   消防詰所については、公共施設等総合管理計画に記載される公共施設

であり、人口の推移、町の財政状況等に注視し施設の集約化等について検

討を行う旨の記載及び消防団の再編等に合わせて施設の移転や周辺施設

との機能統合を検討する旨の記載に従い、人口減少及び消防団員減少の

状況に応じて部の再編等を検討し、適切な規模での施設の集約化等を図

る必要があります。 

 

  ⑥公営住宅関係 

南小国町公営住宅等長寿命化計画（第二期）（令和６年（２０２４年）

２月改訂）に則り引き続き、適正な維持管理を行います。 

 

   ⑦河川関係 

    南小国町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を

図りながら、事業を適切に実施します。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１）概要 

①子育て環境の確保とその支援 

令和７年度に策定した第３期子ども・子育て支援事業計画の実現に向

けて、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を実施するた

め、教育・保育施設や子ども・子育て支援を行う者が相互に連携、協働し

ながら地域の実情に応じた計画的な取組を進めていきます。 

また、令和８年度にはこども基本法に基づく自治体こども計画を策定

し、妊娠期から若年期までの幅広い年齢層を対象に、こどもの最善の利益

を考慮した「こどもまんなか社会」の実現を目指します。 

なお、第３期子ども・子育て支援事業計画の最終年度となる令和１１年

度中に自治体こども計画との整理・統合を行い、令和１２年度には両計画

を包括した自治体こども計画を策定します。 

さらに、こども家庭センターを中心に、妊娠・出産期から子どものライ

フステージに応じた切れ目のないサービスの提供と関係機関等と連携し

た支援を推進していきます。 

 

②高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

令和５年度（２０２３年度）に策定した高齢者保健福祉計画・第９期介

護保険事業計画及び第７期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画に

基づき、高齢者や障がい者が安心して生活できるよう、地域全体で支える

体制づくりを引き続き構築していきます。また、高齢者や障がい者がその

持てる能力や経験を十分に発揮し、生き生きと活躍する社会の実現を目

指します。 

 

（２）現況と問題点 

   ①子育て環境の確保とその支援 

出生率の低下や未婚化・晩婚化による婚姻数の減少が要因と考えられ

る少子化は全国的に深刻な問題であり、本町においても今後の出生見込

数は大変厳しい状況が続いていくことが予測されます。そうした状況に

あって、全ての子どもの良質な成育環境を保障し、安心して子どもを育て

られる社会を目指すことが必要とされています。人間の成長の土台とな

る幼少期は、子どもの健やかな心身の発達に大きな影響を与える重要な

時期であり、多様化する保育ニーズに応えていくためにも、質の確保や環

境整備、運営の効率性にも配慮した持続可能な保育体制の構築を目指し

ます。 

また、妊娠・出産期からの切れ目のない支援を目指すことは、子どもの
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健やかな心身の発達に大きな影響を与えると同時に、保護者の不安軽減

に繋がります。令和６年４月に設置したこども家庭センターでは、安心し

て子育てのできる環境づくりを目指した相談・支援を行っています。 

 

②高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

本町の高齢化率は約４０％と県内平均より高く、介護を必要とする高

齢者も一定数存在していますが、介護を担う人材が不足しているため、人

材の確保及び育成が課題となっています。福祉サービスの利用見込に応

じたサービス提供体制を確保していく必要があります。 

 

 （３）その対策 

①子育て環境の確保とその支援 

３つの保育施設のうち、平成２８年（２０１６年）熊本地震による被害

を大きく受けた黒川保育園については、りんどうヶ丘小学校の敷地内へ

の移転新築が完了し、必要な保育量を確保できています。 

しかし、少子化の影響により町内全ての保育施設において定員割の状

況であり、中原保育園及び市原保育園は施設の老朽化も進んでいます。適

正な保育の量を確保しつつ、施設の効率的な運用と持続可能な保育体制

を確保するためにも計画的な施設の再編を行っていきます。 

なお、未就園児の家庭への支援については、子育てひろば「ぬくもり」

や一時預かり事業といった従来の事業に加え、令和８年度から全国で本

格実施となる「こども誰でも通園制度」についても広く呼びかけ活用いた

だくことで、全ての家庭の子育てを応援し、こどもの良質な成育環境の整

備に努めます。 

近年、共働き家庭の増加などにより０歳児から保育園を利用する家庭

が増えています。本町では、乳幼児の保護者が「働く」「育てる」を選択

できるように、保育園等を利用せずに家庭で生後１０か月から２歳未満

の児童を保育する場合に「家族のぬくもり応援金」を支給し、家庭での保

育を支援します。 

一方で、少子化の要因の一つと考えられる婚姻数の減少に関して、新生

活への経済的不安が考えられます。今後は、人生の節目の 1つである結婚

への支援を実施します。 

また、こども家庭センターへの相談の１つに、医療機関受診に関する不

安があります。そこで、妊婦・中学生までの子どもがいる世帯を対象とし

て、２４時間３６５日いつでも気軽に医師に相談できる住民向け「遠隔相

談アプリ」を令和７年度に導入しました。 

子育て支援のひとつである医療費助成については、今後も継続して０
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歳から高校生までを対象に助成を行い、子育て世帯の経済的負担の軽減

を図っていきます。 

また、高校入学時等に助成を行い、新生活に向けた支援を実施します。 

 

②高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

高齢者の健康づくりを推進するため、介護予防事業として筋力トレー

ニングや健康体操を実施します。健康寿命を延ばすとともに、外出をする

ことで交流を深め、心身の活性化につなげていきます。このような通いの

場で介護に関心を持ってもらい、ボランティア等の人材育成を図ります。 

家庭での重介護者支援として、介護者手当事業・介護用品支給事業を実

施し、介護者の負担軽減を図ります。また、高齢者や障がい者の安定した

在宅生活を支援するため、外出支援サービス事業・食事配達支援サービス

事業・緊急通報システム整備事業を実施します。 

また、令和７年度から始まった南小国町社会福祉協議会が実施主体の

買い物支援事業についても、利用希望者に対しての周知を行い、利便性の

向上に努め、後方支援を行います。 

 

（４）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環

境の確保、高

齢者等の保健

及び福祉の向

上及び増進 

（１）児童福

祉施設 

   

保育所 各保育園修繕

料 

南小国町  

市原保育園建

替え工事 

南小国町  

市原保育園除

却工事 

南小国町  

中原保育園除

却工事 

南小国町  

（７）市町村

保健センター

及び母子健康

包括支援セン

ター 

こども家庭セ

ンター運営（ 

遠隔医療相談

アプリ事業） 

南小国町  

結婚生活応援

事業 

南小国町  
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（８）過疎地

域持続的発展

特別事業 

児童福祉 

子育て支援医

療費助成事業 

南小国町  

 

 

 
家族のぬくも

り応援金 

南小国町 

 新生活応援事

業 

南小国町  

高齢者・障害

者福祉 

介護者手当事

業 

南小国町  

 家族介護用品

支給事業 

南小国町  

 外出支援サー

ビス事業 

南小国町  

 食事配達支援

サービス事業 

南小国町  

 緊急通報シス

テム整備事業 

南小国町  

 旧グループホ

ーム森園改修 

南小国町  

買い物支援事

業 

南小国町  

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

①子育て環境の確保とその支援 

    保育施設については公共施設等総合管理計画において子育て支援施設

として基本方針を策定しており、施設の利用状況や財政状況、地域の実情

等を考慮したうえで、施設数の適正化や老朽化した施設については遊休

施設の利用や他施設との集約化など、ストックを増やさない施設確保の

方法を検討する旨の記載をしていますが、併せて「南小国町立保育園のあ

り方検討委員会」による調査・検討の内容も踏まえた上で、必要な施設整

備を行います。 

 

②高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

介護保険関連施設（南小国町地域福祉センター、さくら荘、元気プラザ

中原、湯夢プラザ）については、南小国町公共施設等総合管理計画の基本

的な方針に基づき、整合性を図りながら、適切に施設の維持管理に努めま
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す。また、令和６年度に購入した旧グループホーム森園については、ＪＡ

跡地に建設される複合施設とのすみ分けを図りながら必要部分を改修し、

多世代型交流施設として活用していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8-1 

 

８ 医療の確保 

（１）概要 

本町内には、それぞれ診療所 1箇所、歯科診療所が１箇所あるだけで、

隣町の小国町とで構成する小国公立病院が地域の医療の中核を担ってい

ます。そのような中、平成２６年度（２０１４年度）より、本格的に活動

を開始した小国郷医療福祉あんしんネットワークにより、多職種連携が

深まり、小国郷の在宅医療の連携体制づくりが推進されている状況にあ

ります。 

 

（２）現況と問題点 

①高齢化に伴う疾病構造の変化と医療技術の進歩・医療保険制度の充実

等が相まって医療需要も複雑かつ多様化している中で、医療スタッフ（医

師・看護師等）の確保が深刻化しています。 

②救急体制にかかる初期医療について、休日の在宅当番医制度を担う診

療所が小国公立病院以外になく、住民に対して十分な医療体制とは言え

ません。 

 

 （３）その対策 

①医師・医療提供体制の充実については、救急体制を含め、その役割を担

う小国公立病院と協議のうえ、医師・看護師不足等の解消を図り、へき地

医療協議会などとの連携により、その体制の充実・強化に取り組みます。 

②疾病の早期発見、早期治療や各種健康診断等の受診率の向上に努め、生

活習慣病重症化による合併症の発症・進展抑制の取組を行うことで医療

費抑制を目指します。 

③医療、保健、福祉の更なる連携推進を図ります。 

④令和６年２月より小国公立病院にて開始されているオンライン診療車

「柴三郎号」の普及・啓発を行い、医療機関受診に係る住民負担の軽減と

医療サービスの安定供給に努めます。 
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（４）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

７ 医療の確

保 

（３）過疎地

域持続的発展

特別事業 

   

その他 小国郷公立病

院組合負担金 

南小国町 小国町と共同 

 病院群輪番制

病院運営事業

費負担金 

南小国町 幹事市町村

（阿蘇市） 

 地域医療・総

合診療実践学

寄付講座市町

村負担金 

南小国町 熊本県へき地

医療自治体病

院開設協議会

員としての活

動 

 熊本県へき地

医療自治体病

院開設協議会

負担金 

南小国町 熊本県へき地

医療自治体病

院開設協議会

員としての活

動 

 救急医療在宅

医事業委託料 

南小国町 

 

在宅当番・救

急医療情報提

供実施を医師

会へ委託 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

歯科診療施設に関して、賃貸借契約を結び、建物の管理のみ町で行って

おります。新耐震基準の建物であり、耐震性能を有しており、現在も賃貸

借継続中ですが、今後、管理運営方法の見直しや維持管理コストの縮減な

ど、施設のあり方について適宜見直す予定にしております。 

また、老朽化に伴い建て替え等を検討する際は、遊休施設の利用や他施

設との複合化など、ストックを増やさない施設確保の方法を検討した上

で、必要な場合は改修や建替えを行います。 
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９ 教育の振興 

（１）概要 

少子・高齢化が進行する中、過疎化による人口減少が加速しており、地

域社会のつながりや支え合いの希薄化による地域の教育力の低下が懸念

されます。そうした中、子ども・学校・家庭・地域・行政が一体となって

カリキュラムマネジメントを推進することが、青少年の健全育成や将来

の地域の担い手育成に繋がり、延いては地域コミュニティの再生に大き

な効果が期待できるとして、本町の教育指針として策定された「きよらの

郷の教育」による施策を講じています。 

過疎対策の核となり得る「南小国町の未来の創り手」の育成を目標に掲

げ、教育の振興による地域創生を目指します。 

 

（２）現況と問題点 

   ①学校教育 

    本町に限らず、地方で過疎化が進む中、どのようにして地域を維持して

いくかが重要な課題となっています。その対策の一つとして、これからの

南小国町を担う人材の育成が求められます。南小国町を担う人材は、グロ

ーバル化や情報化などにより、これからの社会がどんなに変化して予測

困難な時代になっても、そのような時代をしっかりと生きていくための

資質・能力を身に付けた人材でなくてはなりません。 

南小国町では、その資質・能力を４Ｃ（Communicationコミュニケーシ

ョン〈対話〉・Collaborationコラボレーション〈協働〉・Creativityクリ

エイティビィティ〈創造）・Critical Thinkingクリティカルシンキング

〈批判的思考〉）と設定し、毎時間の授業において、各種学校行事や「き

よら学（南小国町独自の学びの場）」の場面において育成に努めています。    

また、南小国町の創り手を育成するためにはキャリア教育に重点を置 

き、小中の連携を図りながら、地域社会を教材として学ぶことから自分の

将来とつなげ、社会の中で自分の役割を果たし、自分らしい生き方を実現

していくための力を育んでいます。 

南小国中学校は、令和６年にキャリア教育推進校として文部科学大臣

賞を受賞しています。 

    一方で、学校は、児童生徒が学習する場、生活の場であり、さらに地域

活動の拠点のほか、災害時等の避難所に利用されることもあることから、

児童生徒のみならず利用する全ての人々にとって安心・安全な場所であ

る必要があります。健全な状態を保つため、計画的な施設・設備の維持管

理や環境整備を図る必要があります。 

    さらに、昭和５３年度（１９７８年）に建設した学校給食センターの老
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朽化が進んでいるため、児童生徒へ安心・安全な給食を提供していくため

に施設及び設備の改修が求められます。 

 

令和８年小中学校児童、生徒数、学級数及び教育施設の状況 

学校名 
児童 

生徒数 

学級数 

体育館 
プール 

施設 

校舎建築年度 

及びその構造 その他 

普通編制 複式その他 
建設年度 構造 

中原小学校 ２９ ０ ３ １ １ Ｓ６２ 非木造  

市原小学校 ８６ ６ ２ １ １ Ｓ４６ 非木造  

りんどうヶ丘小学校 ４８ ２ ３ １ １ Ｈ２ 非木造  

小計 １６３ ８ ８ ３ ３    

南小国中学校 ８６ ３   ０ １ １ Ｓ５３ 非木造  

合計 ２４９ １１ ８ ４ ４    

 

  ②社会教育・社会体育 

地域社会全般において人との交流や他者との共同体験を行う機会が非常

に少なくなっており、青少年の非行問題や地域愛着の希薄化が懸念されま

す。対策の一つとして、多世代間交流による地域コミュニティの活性化が挙

げられますが、町民の方が気軽にスポーツや文化活動等に親しむことが出

来るように子どもや地域等による五者連携を一層強化し、様々な活動方法

を模索しながら協働活動の推進及び生涯スポーツ・文化活動の振興に努め

なければなりません。 

また、これらの活動の拠点として重要な役割を担っている山村広場、コミ

ュニティセンター、公民館分館、小・中学校屋内外運動場は、老朽化に伴う

修繕や多様化する町民のニーズに対応していけるよう、施設・設備の整備と

充実が求められます。 

 

 （３）その対策 

   １.ふるさと学習の強化や里山自然体験の実施等に取り組み、「きよら学」

を推進します。また、この学習の中に ICT機器を活用し、ICT教育の向

上を図ります。 

   ２.老朽化が進む学校給食センターを改築し、児童生徒へ安心・安全な給

食を提供していくために調理環境の改善を図ります。目標は、令和１１

年度（２０２９年度）までに学校給食センター改築工事を完了予定です。 

   ３.まちインターン事業や民泊農業体験、公設「きよら塾」等を実施し、

地元への愛着を持った地域を支える人材の育成を図ります。 

   ４.放課後子ども教室やきよらの郷“わくわくクラブ”等の活動を通し、
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地域や家庭等の五者連携による一体的な活動を推進し、青少年の健全

育成を図ります。 

５.「熊本の心」の普及・啓発を目的とした人権尊重の視点に立った講座

等を提供し、人権教育を肯定的に受容するような家庭・地域の基盤強化

を図ります。 

６.学校施設及び社会教育・社会体育等の活動拠点となる施設の老朽化に

伴う、計画的な改修・整備に努めます。また、施設照明のＬＥＤ化に取

り組みます。 

 

（４）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

８ 教育の振

興 

(1)学校教育

関連施設 

   

校舎 南小国中学校

校舎改修工事 

南小国町  

市原小学校校

舎改修工事 

南小国町  

小中学校校舎

空調設備設置

工事 

南小国町  

小学校校舎照

明 LED化事業 

南小国町  

中学校校舎照

明 LED化事業 

南小国町  

屋内運動場 南小国中学校

屋内運動場改

修工事 

南小国町  

小中学校屋内

運 動 場 照 明

LED化事業 

南小国町  

小中学校屋内

運動場空調設

備設置工事 

南小国町  

屋外運動場 

 

小中学校運動

場照明 LED 化

南小国町 (市原小学校

グラウンド) 
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給食施設 

事業 

学校給食セン

ター建設工事 

南小国町  

(3)集会施設、

体育施設等 

   

公民館 公民館星和分

館改修工事 

南小国町  

公民館満願寺

分館改修工事 
南小国町 

空調導入 

公民館波居原

分館改修工事 
南小国町 

LED化 

その他 コミュニティ

センター改修 

工事 

南小国町  

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づき、機能向上のため

の長寿命化改修工事（中学校屋内体育施設）及び機能回復のための大規模

改修工事（前出の施設を除くその他の施設）を計画しています。  
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１０ 集落の整備 

（１）概要 

本町は、約９６の区域から構成されており、過疎化・高齢化により集落

機能の維持が困難な地区が増えています。 

 

（２）現況と問題点 

    集落の戸数や地域活動の担い手が減少しており、集落機能を維持する

ための共助の仕組みづくりを進めていく必要が有ります。 

 

 （３）その対策 

    住民を主体とした特色ある地域づくり及び共助に基づく積極的な自主

防災活動を推進し、住民自治組織との円滑な連携による住みよい町の実

現を目指します。また、集落に伝わる伝統芸能の保存を支援し次の世代に

受け継いでいきます。 

 

（４）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

９ 集落の整

備 

（３）その他 「日本で最も

美しい村」づ

くり補助金事

業 

南小国町  

（４）過疎地

域持続的発展

特別事業 

自治組織等活

動助成事業 

南小国町  

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

    南小国町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を

図りながら、事業を適切に実施します。 
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１１ 地域文化の振興等 

（１）概要 

本町を含む阿蘇地域一帯は火山信仰に加え、農耕祭事などの民俗文化

財のほか、農業や気候に関連した様々な風習や信仰、文化が築かれていま

す。本町には、満願寺の歴史的文化財をはじめとする国、県及び町指定文

化財、天然記念物、重要文化的景観があり、こうした貴重な文化財の保存・

活用を図るとともに、次世代に継承する取組みの活性化に努めます。 

    また、現代文化においても、文化祭をはじめとする各種文化行事の展開

及び文化活動の主体となる団体や担い手の育成を支援し、文化振興によ

る人づくりを推進します。 

 

（２）現況と問題点 

    本町には､満願寺の歴史的文化をはじめ貴重な文化財が数多くあり、こ

れらを大切に守り後世に残すため保護に努めているが、町民の文化財に

対する関心と理解の低下が懸念されることから、保護につなげることを

目的とした普及・啓発を推進していきます。 

また、無形民俗文化財である吉原岩戸神楽、市原祇園社獅子舞、中原楽

をはじめ、黒川の大名行列などの神幸行事等、地域特有の伝統文化が育ま

れているものの、高齢化、過疎化により後継者が不足しており、保存・伝

承が困難な状況にあります。 

 

 （３）その対策 

   町民の文化財に対する関心と理解を深め、保護につなげることを目的に

文化財保護委員会と協働して「史跡探訪ウォ―キング」等の普及・啓発活動

を推進していきます。更に無形民俗文化財の保存会による後継者育成の取

組を支援し、次世代への継承を図ります。 

また、現代文化においても、文化活動の主体となる団体、組織の育成、人

づくりを支援し、地域文化の振興を図ります。 
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（４）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１０ 地域文

化の振興等 

（２）過疎地

域持続的発展

特別事業 

   

地域文化振興 郷土芸能補助

金 

南小国町  

 「日本で最も

美しい村」づ

くり補助金事

業 

南小国町  

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

    南小国町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を

図りながら、事業を適切に実施します。 
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１２ 再生可能エネルギーの利用の促進 

（１）概要 

    「南小国町共有ビジョン」で定める「再生可能エネルギーを地域資源か

ら生み出し、有効活用し、未来につながる豊かな暮らしを実現する里」と、

「南小国町デジタル田園都市国家構想総合戦略」で「【戦略７】木質バイ

オマスの活用や再生可能エネルギーの導入、省エネ及びＣＯ２削減につ

ながる動きを促進していく。」との方針に基づき、本地域の自然的特性を

生かしたエネルギーや、再生可能エネルギーの利用促進に係る施策の推

進を図ります。 

 

（２）現況と問題点 

   ①木質バイオマスの活用推進 

多くの木々に囲まれる本町では、森林の管理や木材の加工等から発生

する間伐材や端材等の木質バイオマスは、地域内で持続的に生産可能な

燃料であり、また、その需要が拡大すれば山林の適正管理やＣＯ２削減に

もつながります。 

そのため、今後の利用拡大を図るうえで、燃焼に適した状態のバイオマ

ス燃料の安定供給とコスト低減（特に施設導入コスト）が主要な課題とな

っています。 

 

   ②新たな再生可能エネルギーの導入推進 

    これまで本町では、木質バイオマスをはじめ太陽光及び太陽熱を、役場

の関与により導入してきました。 

これらの導入推進と並行して、新たに本町に適した（自然や景観を守り

つつ、地域にある資源を有効活用した）再生可能エネルギーの情報収集・

調査・研究を進めながら、導入に向けた取組みを継続する必要があります。 

 

   ③省エネルギーに関する活動の推進・促進 

    地球温暖化を要因の一つとする気候変動は、自然・生活の両環境に影響

を及ぼすと指摘されています。 

その進行を少しでも緩やかにするため、国や県等と連携しながら、本町

においてもＣＯ２の削減に積極的に取り組んでいく必要があります。 

  

（３）その対策 

   ①木質バイオマスの活用推進 

実際に利活用した場合の効果や課題を的確に把握する必要があるため、

温泉館きよらに導入する木質チップボイラの運用を通じてデータを収集
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し、民間による導入促進に向けたＰＲ等に活用します。 

また、上記データを活用したＰＲや民間事業者の施設導入の負担を軽

減する補助事業により、町内事業所への普及拡大に取り組みます。 

 

   ②新たな再生可能エネルギーの導入推進 

令和２年度（２０２０年度）にエネルギー導入ロードマップを作成して

おり、このロードマップに従い、本町に適したエネルギーとして、小規模

の太陽光発電等の導入補助や、水路を活用した小水力発電等の調査・研究

などを計画的に進めます。 

 

   ③省エネルギーに関する活動の推進・促進 

ＣＯ２発生の主な原因は電力消費であるため、町管轄施設において、南

小国町地球温暖化防止実行計画（事務事業編）に掲げる行動が着実に実践

されるように、職員研修やチェックリストの作成・運用等を通じて、役場

職員等の省エネ意識の浸透・向上に取り組み、節電等につながる行動（エ

アコンの適切な使用、こまめなスイッチオフ等）を徹底します。 

併せて、できる限り多くの町民が省エネの大切さに気づき、具体的な行

動を実践できるように、普及啓発のための広報活動に継続的に取り組み

ます。 
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（４）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１１ 再生可

能エネルギー

の利用の促進 

（１）再生可

能エネルギー

利用施設 

太陽光発電設

備等導入促進

補助金 

南小国町  

マイクロ水力

発電施設導入

実証事業補助

金 

南小国町  

太陽熱利用シ

ステム導入費

用補助事業 

南小国町  

（２）過疎地

域持続的発展

特別事業 

再生可能エネ

ルギー利用 

廃棄物系バイ

オマス（地域

バイオマス）

に係る推進体

制整備事業 

南小国町  

ペレットスト

ーブ等購入補

助金 

南小国町  

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

    南小国町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を

図りながら、事業を適切に実施します。 
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１３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

（１）概要 

これまで先人たちが築いてきた美しい里山の自然・景観等の環境を守

りつつ、次世代に受け継いでいくことは、本町に生きる私達の責務である

と考えます。この地を維持し生業を営み続けることは、人類社会や環境の

持続可能性を表しており、引き続き土地利用の保存・活用を通じて持続可

能な社会の実現に資するべく、様々な対応や体制構築を進めています。 

 

（２）現況と問題点 

    阿蘇地域の世界文化遺産登録に向けて、景観の保全が大きなテーマと

なっており、関係自治体が共同で、大規模太陽光発電施設等の景観と著し

く調和を欠くような施設の設置や開発行為により景観を壊すことがない

よう宣言文を採択しています。また、近年は、資源獲得競争が世界的に激

化しており、日本各地で外資等による森林や田畑、水源地等の買収等が問

題になっています。こうした開発や買収等が町民の総意に反する形で進

行しないようにいかに実効性のある対策を講じていけるのかが課題にな

っています。 

 

 （３）その対策 

    土地の位置や形状およびその所有関係を整備する地籍調査事業を継続

して実施し、災害の復旧・復興事業にも必要となる、土地の基礎情報を整

備します。 

文化財保護法に基づく重要文化的景観に選定された範囲については、

阿蘇の文化的景観保存計画に応じた土地利用や保存・継承をしていくこ

ととします。 

景観が損なわれるような開発行為があったときに、行為者に対して、世

界文化遺産登録の活動を通知するとともに、阿蘇文化遺産登録推進協議

会の専門家メンバーに意見照会を行うなど、協議会と連携し対策を講じ

ていきます。また、ＳＤＧｓにも掲げられている世界的な環境保護活動に

積極的に貢献していきます。 
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（４）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１２ その他

地域の持続的

発展に関し必

要な事項 

阿蘇文化遺産

登録推進事業 

阿蘇地域の世

界文化遺産登

録推進 

阿蘇文化遺産

登録推進協議

会 

 

「日本で最も

美しい村」づ

くり補助金事

業 

「日本で最も

美しい村」づ

くり補助金交

付 

南小国町  

 地籍調査事業 土 地 の 所 有

者、地番、地目

の調査及び測

量により地籍

簿、地籍図を

作成 

南小国町  

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

    南小国町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を

図りながら、事業を適切に実施します。 
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事業計画（令和８年度～令和１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

移住・定住 移住定住コー

ディネーター

事業 

南小国町 移住・定住の

促進を図る取

組であり、人

口減少対策に

寄与する取組 

であることか

ら、地域の持

続的発展に資

する取組であ

り、効果が将

来に及びます 

  空き家調査事

業 

南小国町 

  移住定住促進

空き家活用住

宅事業 

南小国町 

  移住定住体験

プログラム事

業 

南小国町 

  まちの人事部

機能の創出に

よる人材還流

促進及びデー

タ バ ン ク 構

築・利活用事

業 

南小国町 

  民間賃貸住宅

建設促進事業 

南小国町 

  住宅リフォー

ム助成事業 

南小国町 

 地域間交流 日本で最も美

しい村連合事

業 

南小国町 地域間で補完

し、地域の持

続的発展に資

する取組みで

あり、効果が

将来に及びま

す。 

  他市町村との

連携又は共同

事業 

南小国町 

 人材育成 起業塾事業 南小国町 地域の持続的

発展に資する

取 組 み で あ

り、効果が将
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来 に 及 び ま

す。 

２ 産業の振

興 

第１次産業 

農業 

親元就農支援

事業 

南小国町 担い手不足解

消や農業所得

向上を促す事

業であり、地

域の持続的発

展に寄与し、

効果が将来に

及びます。 

  移動販売事業 南小国町 

  環境保全型農

業直接支払事

業 

南小国町 

  農業担い手育

成補助金 

南小国町 

  中山間地域直

接支払制度事

業 

南小国町 

  多面的機能支

払交付金事業 

南小国町 

  粗飼料活用事

業 

南小国町 

  JA畜産振興補

助事業 

南小国町 

  特定中山間保

全整備事業償

還金 

南小国町 

 林業 有害鳥獣駆除

事業 

南小国町 担い手不足解

消や林業所得

向上を促す事

業であり、地

域の持続的発

展に寄与し、

効果が将来に

及びます。 

  有害鳥獣対策

設備購入補助

事業 

南小国町 

  狩猟免許取得

助成金事業 

南小国町 

  有害鳥獣捕獲

報奨金事業 

南小国町 

  有害鳥獣埋設

補助金 

南小国町 

  くまもと間伐

材利活用推進

事業 

南小国町 

 

 商工業・６次    
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産業 

 商工業 プレミアム商

品券発行事業 

南小国町 プレミアム付

きの商品券を

発行すること

で、町内の購

買力が戻り、

大型店に対抗

することが難

しい小規模事

業者での利用

促進も期待で

き、住民及び

町内の事業者

にとって有益

な 取 組 み で

す。さらに事

業者にとって

は新規の顧客

獲得にもつな

がり、地域内

の循環が生み

出されること

から、地域の

持続的発展に

寄与する取組

みです。 

  商工会支援事

業 

 

南小国町 商工業の振興

を促し、地域

の持続的発展

に寄与し、効

果が将来に及

びます。 

  店舗リフォー

ム等助成事業 

南小国町 

  製造・加工事

業者創出促進

補助金事業 

南小国町 

販路拡大支援

補助金事業 

南小国町 

  創業支援等補 南小国町 
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助金事業 

  中小企業店舗

利子補給 

南小国町 

 観光 観光協会補助

金事業 

南小国町 観光業の振興

を促し、地域

の持続的発展

に寄与し、効

果が将来に及

びます。 

  北阿蘇観光会

議補助金事業 

南小国町 

  観光振興プレ

ミアム付商品

券発行事業 

南小国町 プレミアム付

きの観光商品

券を発行する

ことで、町外

在住者による

町内観光施設

の利用促進が

期待でき、町

内の観光事業

者にとって有

益な取組みで

す。また、観光

入込客数が増

加することで

事業者にとっ

ては雇用の促

進にもつなが

り、地域内で

の人の循環が

生み出される

ことから、地

域の持続的発

展に寄与する

取組みです。 

 

 その他 夢チャレンジ

推進事業 

南小国町 

 

地域の持続的

発展に資する

取組みであ  起業塾事業 南小国町 
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り、効果が将

来に及びま

す。 

４ 交通施設

の整備、交通

手段の確保 

公共交通 地方バス運行

等特別対策補

助金事業 

南小国町 公共交通は生

活に不可欠で

あり、維持し

ていく取組み

は、地域の持

続的発展に寄

与し、効果が

将来に及びま

す。 

  小国郷地域公

共交通整備等

事業 

南小国町 

  タクシー利用

費助成事業 

南小国町 

 

  移動販売事業 南小国町 

５ 生活環境

の整備 

防災・防犯 総合防災マッ

プ整備事業 

南小国町 災害を防ぐ対

策により、地

域の持続的発

展に寄与し、

効果が将来に

及びます。 

  自主防災組織

育成強化事業 

南小国町 

  防犯灯ＬＥＤ

化推進補助事

業 

南小国町 

  防犯カメラ設

置補助事業 

南小国町 

６ 子育て環

境の確保、高

齢者等の保健

及び福祉の向

上及び増進 

児童福祉 子育て支援医

療費助成事業 

南小国町 安心して子供

を育てること

のできる環境

を整えること

は、地域の持

続的発展に寄

与し、効果が

将来に及びま

す。 

  家族のぬくも

り応援金 

南小国町 

  新生活応援事

業 

南小国町 

 高齢者・障害

者福祉 

介護者手当事

業 

南小国町 高齢者や障害

者の生活を支

え、課題を取

り除くこと

は、地域の持

続的発展に寄

与し、効果が

  家族介護用品

支給事業 

南小国町 

  外出支援サー

ビス事業 

南小国町 

  食事配達支援 南小国町 
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サービス事業 将来に及びま

す。   緊急通報シス

テム整備事業 

南小国町 

旧グループホ

ーム森園改修 

南小国町 

買い物支援事

業 

南小国町 

７ 医療の確

保 

その他 小国郷公立病

院組合負担金 

南小国町、小

国町 

体制を整備

し、医療の確

保を実施する

ことは、地域

の持続的発展

に寄与し、効

果が将来に及

びます。 

  病院群輪番制

病院運営事業

費負担金 

南小国町、阿

蘇市（幹事市

町村） 

  地域医療・総

合診療実践学

寄付講座市町

村負担金 

南小国町（熊

本県へき地医

療自治体病院

開設協議会員

としての活

動） 

  熊本県へき地

医療自治体病

院開設協議会

負担金 

南小国町（熊

本県へき地医

療自治体病院

開設協議会員

としての活

動） 

  救急医療在宅

医事業委託料 

南小国町（在

宅当番・救急

医療情報提供

実施を医師会

へ委託） 

９ 集落の整

備 

その他 自治組織等活

動助成事業 

南小国町 住民自治組織

との円滑な連

携に向けた取

組みを推進す

ることは、地

域の持続的発

展に寄与し、

効果が将来に
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及びます。 

１０ 地域文

化の振興等 

地域文化振興 郷土芸能補助

金 

南小国町 次の世代に繋

げていく取組

みは、地域の

持続的発展に

寄与し、効果

が将来に及び

ます。 

  「日本で最も

美しい村」づ

くり補助金事

業 

南小国町 

１１ 再生可

能エネルギー

の利用の促進 

再生可能エネ

ルギー利用 

廃棄物系バイ

オマス（地域

バイオマス）

に係る推進体

制整備事業 

南小国町 脱炭素社会、

循環型社会の

実現に向けた

取組みは、地

域の持続的発

展に寄与し、

効果が将来に

及びます。 

ペレットスト

ーブ等購入補

助金 

南小国町 

 


